
平成　　　年度
都道府
県市区

実施済み 検討中 予定なし

・派遣・交流先も含め、採用からの年次を概ね定めた研修計画を提示

・必須となる研修、選択が可能な研修、追加が可能な研修について明記

実施済み 検討中 予定なし

・異動先について各分野を想定し、必要な知識、技能について、ジョブ・
ローテーションの観点から人材育成を充実

・人事交流にあたって、必要な支援について国及び医育機関への要請

実施済み 検討中 予定なし

・若手を含む公衆衛生医師が参加した、医育機関との協力による調査研
究事業の実施

実施済み 検討中 予定なし

・各世代の公衆衛生医師の保健所への配置

実施済み 検討中 予定なし

・公衆衛生医師の育成・確保のための連絡と協議を行う会議を設置

公衆衛生医師の育成・確保のための環境整備に関するチェックシート

（１）公衆衛生医師の育成
①研修計画の策定

②人事異動及び人事交流を通じての人材育成（ジョブ・ローテーション）の充実

（詳細）

（詳細）

③研究事業への参加

（詳細）
（保健所、本庁衛生部局以外の異動先の数）

（詳細）

（詳細）

（詳細）

（詳細）
（開催回数）

④保健所への医師の複数配置

⑤各機関の連携

　別　紙
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実施済み 検討中 予定なし

・公衆衛生医師が国立保健医療科学院の専門課程Ⅰを受講できる環境
の整備

・国立感染症研究所のいわゆるFETP-Jコース（実地疫学養成コース）を選
択できるようにする

実施済み 検討中 予定なし

・学位取得、留学、研究、研修等に関する服務上の規定の整備（職務専念
義務の免除等）

・職員が長期研修に参加できるような融通性のある勤務体制の実施

実施済み 検討中 予定なし

・勤務している公衆衛生医師の年齢構成等を考慮し、若手を育成し、適切
な公衆衛生医師を養成することを基本とする計画的な採用の実施

実施済み 検討中 予定なし

・ホームページや雑誌、新聞、広報等による募集の定期的な実施

・募集人数、業務内容、給与、役職、研修実施状況、職員からのメッセー
ジ等の掲載

・ホームページでは募集期間が終了した後も随時閲覧できるよう掲示

（詳細）

② 募集方法の工夫

（詳細）

（詳細）
（１年間の新規採用人数）

（詳細）

⑧処遇の工夫

（２）公衆衛生医師の採用・確保

① 採用計画の策定による定期的な採用

（詳細）
（国立保健医療科学院専門課程Ⅰ修了者数）

（詳細）
（ＦＥＥＴＰ修了者数）

⑦専門能力の向上・学位の授与

（詳細）

（詳細）

③ 地方公共団体等での人事交流
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実施済み 検討中 予定なし

・都道府県内、都道府県間及び国、検疫所等との人事交流の活用

実施済み 検討中 予定なし

・厚生労働省が実施している公衆衛生医師確保推進登録事業の活用

実施済み 検討中 予定なし
・勤務している公衆衛生医師が医育機関等において、学生に対して公衆
衛生行政の実践的内容について講義できるよう、医育機関等の求めに応
じて講師の派遣の協力

・保健所等における学生の実習、長期に渡るインターンシップ等につい
て、受け入れ、カリキュラムの設定及び講義を実施すること等への協力

・保健所実習においては、公衆衛生医師が医育機関の教員とともに企画
調整を行い、指導も直接実施

実施済み 検討中 予定なし

・公衆衛生・衛生学教室における研究等の活動に関する説明を行うととも
に、地方公共団体等における公衆衛生医師の活動に関して、公衆衛生医
師より直接説明

・進路説明会への参加に協力し、保健所に勤務する医師又は本庁に勤務
する医師から説明

実施済み 検討中 予定なし

・保健所は積極的に臨床研修医を受け入れ、地域保健・医療研修のうち
少なくとも保健所での研修を２週間以上実施

・実施可能な保健所においては、１か月単位間の研修の実施

（詳細）
（人事交流人数）

（詳細）

（３）公衆衛生医師の職務に関する普及啓発

①教育プログラムの工夫

（詳細）

④ 公衆衛生医師確保推進登録事業の活用

（詳細）
（実習受け入れ人数）

（詳細）

（詳細）
（参加回数）

②医育機関における進路説明会の活用

（詳細）

（詳細）
（臨床研修医受け入れ数）

③卒後臨床研修（地域保健・医療）の充実
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実施済み 検討中 予定なし

・公衆衛生医師の募集を行う際に、例えば公衆衛生医師の業務内容、役
職、モデルとなる複数の公衆衛生医師からのメッセージ等の記載

・ホームページ、雑誌、新聞、広報誌、専門誌、学生向け雑誌、一般誌等
への掲載

・公衆衛生医師に関する情報を紹介するリーフレット等の作成・配布

・公衆衛生医師の業務に関する説明会や地方ブロック会議の開催

（詳細）

（詳細）

⑤ホームページ等の媒体を活用した普及啓発

（詳細）

（詳細）

（詳細）

　※（詳細）には、具体的な実施内容、実施できない理由等を記入してください。
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